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建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
一
条
～
第
三
条

（
略
）

第
一
条
～
第
三
条

（
略
）

（
飲
料
水
に
関
す
る
衛
生
上
必
要
な
措
置
等
）

（
飲
料
水
に
関
す
る
衛
生
上
必
要
な
措
置
等
）

第
四
条

令
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
水
の
供
給
は
、
次
の
各
号
の
定

第
四
条

令
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
水
の
供
給
は
、
次
の
各
号
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

水
道
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道

三

水
道
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道

又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
か
ら
供
給
を
受
け
る
水
の
み

又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
か
ら
供
給
を
受
け
る
水
の
み

を
水
源
と
し
て
前
条
に
規
定
す
る
目
的
の
た
め
の
水
（
以
下
「
飲
料
水

を
水
源
と
し
て
前
条
に
規
定
す
る
目
的
の
た
め
の
水
（
以
下
「
飲
料
水

」
と
い
う
。
）
を
供
給
す
る
場
合
は
、
当
該
飲
料
水
の
水
質
検
査
を
次

」
と
い
う
。
）
を
供
給
す
る
場
合
は
、
当
該
飲
料
水
の
水
質
検
査
を
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一

イ

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一

号
。
以
下
「
水
質
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
の
表
中
一
の
項
、
二
の

号
。
以
下
「
水
質
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
の
表
中
一
の
項
、
二
の

項
、
六
の
項
、
十
の
項
、
三
十
二
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
五
の

項
、
六
の
項
、
十
の
項
、
三
十
一
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
四
の

項
、
三
十
八
の
項
、
四
十
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項

項
、
三
十
七
の
項
、
三
十
九
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項

ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一

ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と
。

回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と
。

ロ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
九
の
項
、
二
十
一
の
項
か
ら
三
十
一
の
項

ロ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
九
の
項
、
二
十
一
の
項
か
ら
三
十
の
項
ま

ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
、
測
定
期
間
中

で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
、
測
定
期
間
中
に

に
一
回
、
行
う
こ
と
。

一
回
、
行
う
こ
と
。

四

地
下
水
そ
の
他
の
前
号
に
掲
げ
る
水
以
外
の
水
を
水
源
の
全
部
又
は

四

地
下
水
そ
の
他
の
前
号
に
掲
げ
る
水
以
外
の
水
を
水
源
の
全
部
又
は

一
部
と
し
て
飲
料
水
を
供
給
す
る
場
合
は
、
当
該
飲
料
水
の
水
質
検
査

一
部
と
し
て
飲
料
水
を
供
給
す
る
場
合
は
、
当
該
飲
料
水
の
水
質
検
査
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を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

給
水
を
開
始
す
る
前
に
、
水
質
基
準
省
令
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

イ

給
水
を
開
始
す
る
前
に
、
水
質
基
準
省
令
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

ロ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
一
の
項
、
二
の
項
、
六
の
項
、
十
の
項
、

ロ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
一
の
項
、
二
の
項
、
六
の
項
、
十
の
項
、

三
十
二
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
五
の
項
、
三
十
八
の
項
、
四
十

三
十
一
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
七
の
項
、
三
十

の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

九
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と

る
事
項
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と

。

。

ハ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
九
の
項
、
二
十
一
の
項
か
ら
三
十
一
の
項

ハ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
九
の
項
、
二
十
一
の
項
か
ら
三
十
の
項
ま

ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
、
測
定
期
間
中

で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
、
測
定
期
間
中
に

に
一
回
、
行
う
こ
と
。

一
回
、
行
う
こ
と
。

ニ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
十
三
の
項
、
十
五
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま

ニ

水
質
基
準
省
令
の
表
中
十
三
の
項
、
十
五
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま

で
の
項
及
び
四
十
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
三
年

で
の
項
及
び
四
十
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
三
年

以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と
。

以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と
。

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
条
の
二
～
第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
条
の
二
～
第
四
十
一
条

（
略
）


